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令和7年4⽉1⽇から「育児時短就業給付」がスタートしました。
 
2歳未満のお⼦さんを育てる従業員（雇⽤保険被保険者。以下「被保険者」。）が、時短
勤務をしている場合は対象となる可能性があります。
 
◎受給資格は︖
 
①２歳未満の⼦を養育するために、１週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であ
ること。
 
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き（※）、同⼀の⼦について時短就業を開始した
こと、 
または、時短就業開始⽇前２年間に、賃⾦⽀払基礎⽇数が11⽇以上ある（ない場合は賃⾦の⽀
払いの基礎となった時間数が80時間以上ある）完全⽉が12か⽉あること。
 
※ 育休終了⽇〜時短就業開始⽇が14⽇以内の場合をいいます。
 
◎⽀給要件は︖
上記「受給資格」を満たしたうえで、
⽀給対象⽉について、初⽇から末⽇まで続けて被保険者であること等。
 
◎⽀給額は︖
原則︓⽀給対象⽉に⽀払われた賃⾦×１０％
⽀払われた賃⾦の額によっては、⽀給率が調整されたり、⽀給されなかったりする場合も
あります。
 
◎申請のタイミングは︖
原則︓2か⽉ごとに申請
例）5⽉に時短就業を開始⇒5⽉、6⽉分を7/1以降に申請
 
◎よくある質問―経過措置
Q︓R7.4.1より前に時短就業を開始していますが、対象になりますか︖⼦は2歳未満で
す。



A︓R7.4.1以降の時短就業期間について、対象になる可能性があります。
なお、以下「育休」は、育児休業給付の対象となる育児休業のことを指しています。
 
例1）R7. 3.17以前に育休から復帰して、引き続き時短就業を開始した場合
⇒R7.4.1から遡って受給資格を確認し（前述「◎受給資格は︖」の下線部を参照）、
受給資格があればR7.4.1以降分について申請できます。
 
例2）R7.3.18以降に育休から復帰して、引き続き時短就業を開始した場合
⇒R7.4.1以降分について申請できます。
 
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 
（リーフレット）2025年4⽉から 「育児時短就業給付⾦」を創設します-厚⽣労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
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